
 

 

 

 

令 和 ６ 年 度 第 ２ 回 

 

大 阪 市 都 市 計 画 審 議 会                 

 

議         案 

 

 

議 第３０１号  大阪都市計画ごみ焼却場の 

変更について  

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１２月２０日 



   



 
 

（ 議  第 ３ ０ １ 号 ） 
大 計 第 ４ ５ ４ 号 

 令和６年１１月１９日 

 

 大阪市都市計画審議会会長 様 

 

                           大阪市長 横 山 英 幸 
 
 

大阪都市計画ごみ焼却場の変更について（付議） 

 

  標題について、別紙案のとおり変更したいので、都市計画法

第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定

により付議します。 
 

－1－



   

－2－



（案） 

 

大阪都市計画ごみ焼却場の変更（市決定） 
 

 

 都市計画ごみ焼却場中、第４号城東ごみ焼却場を第４号鶴見ごみ焼却場に名称を

改め、次のように変更する。 

 

名称 
位置 面積 備考 

番号 ごみ焼却場名 

４ 鶴見ごみ焼却場 

大阪市鶴見区 

焼野二丁目及び焼野三丁目、 

守口市大字寺方旧南寺方 

及び南寺方東通六丁目地内 

約 32,700㎡  

 

「区域は計画図表示のとおり」 

－3－



 

 

理  由 

 

老朽化したごみ焼却場において、工場施設の更新に伴い、地域と共存

した施設となるよう、敷地形状を含め、配置計画を検討した結果、本案の

とおり区域を変更し、あわせて第４号城東ごみ焼却場を第４号鶴見ごみ

焼却場に名称を改めようとするものである。 

－4－



 
 

（ 参 考 ） 

 

１．変更に係る土地の区域 

 

大阪市 鶴見区 焼野二丁目及び焼野三丁目 

守口市 大字寺方旧南寺方及び南寺方東通六丁目地内 

 

 

－5－



   

－6－



ごみ焼却場の変更
（４号鶴見ごみ焼却場）

－7－



－8－
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（工事中）

 

浄 教 寺

 

五番橋

 

鶴 見 区

 

大 阪 市

 

焼野公園

 

車雉子橋

 

（建 設中）

 

焼 野 三 丁 目

 

市 城北環境

 

焼 野 二 丁 目

 

環 境 施 設 組 合 鶴 見 工 場

 

府 　営　焼　野　住　宅

 

焼 野 一 丁 目

 

事業 センター

 

浜 特別 養護老人ホーム

 

大 阪 市 ・ 八 尾 市 ・ 松 原 市

 

1.7

 

1.5

 

1.3

 

0.8

 

1.5

 

1.2

 

1.5

 

1.0

 

0.8

 

0.7

 

1.3

 

1.4

 

1.6

 

0.9

 

1.4

 

0.8

 

1.6

 

1.5

 

0.6

 

1.6

 

3.5

 

0.8

 

1.1

 

1.5

 

1.8

 

1.5

 

1.8

 

1.1

 

1.93

 

43.2

 

20.9

 

13.3

 

２・２・５００

°

市

道

　

鶴

見

区

第

８

０

０

２

号

線

　

焼

野

中

茶

屋

線

４号　鶴見ごみ焼却場

市

道

　

茨

田

第

１

号

線

説明図

0 100 200 300 40050
m

凡例

　　　　　　　 計画決
定区域　約32,700㎡

　追加区域

　削除区域

－9～10－

i5922310
スタンプ


	
	スライド 1




